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研究成果の概要（和文）：「情報の保護」と「情報の利活用の促進」に関わる複数の法分野（刑法、行政法、知
的財産法、民法）の研究者が、各専門分野に関する諸問題を分析・検討し、そこで得られた知見を共有すること
を通じて、分野横断的な考察を行い、その成果として、複数の論稿を公表し、また、学会等における研究発表を
行った。特に、不正競争防止法における「営業秘密」概念や、著作権法におけるリーチサイト規制の在り方に関
しては、刑事法研究者と知的財産法研究者の協働により、刑事法的な保護と民事法的な保護の異動等を明らかに
するとともに、その背景となる要因等を検討・分析することにより、対象となる情報の法的保護に関する新たな
知見を得た。

研究成果の概要（英文）：In this research, researchers in multiple legal fields (criminal law, 
administrative law, intellectual property law, and civil law) examined related issues in their 
respective fields with regard to "protection of information" and "promotion of information 
utilization." By analyzing and examining the above, and sharing the results obtained, 
interdisciplinary research based on the knowledge of other fields was done, and as a result, several
 papers were published and research presentations were made at academic conferences. In particular, 
regarding the concept of "trade secrets" in the Unfair Competition Prevention Law and leech site 
regulations in the Copyright Law, through collaboration between criminal law researchers and 
intellectual property law researcher, we clarified the difference between criminal law protection 
and civil law protection. By examining and analyzing the background factors, we obtained new 
knowledge regarding the legal protection of information.

研究分野： 刑法
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究により得られた「営業秘密」概念や「リーチサイト規制」の在り方に関する、比較法的なものを含めた
様々な知見は、これらに関係する活動や今後の技術発展を支える基盤となり得るものであり、重要な社会的意義
が認められる。また、「情報の保護」と「情報の利活用の促進」に関して、刑事法・公法・民事法という３つの
法分野から考察を加え、そこで得られた知見を共有することを通じて展開された分野横断的な検討は、各法分野
の基礎にある考察手法・解釈原理の異同を顕在化させ、各分野の個別的な法解釈の発展・深化に寄与するものに
なった。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 情報通信技術や人工知能（AI）の発達・普及により、情報の利用可能性と価値は飛躍的に増大
し、現在も増大し続けている。その結果、「情報の保護」と「情報の利活用の促進」という、と
きに相反する２つの要請を調和させる法解釈及び法制度の確立が、現代社会の喫緊の課題とな
っている。 
 ここで問題となる情報には、個人情報、著作物、技術情報、営業秘密、統計的データ等、性質
を異にする様々な態様のものが含まれるため、関係する法律も、個人情報保護法、著作権法、不
正競争防止法、契約法、不法行為法等多様となるが、各情報の保護と利活用に関する法的対応は、
個々の法改正や各専門分野における個別的・断片的な議論にとどまっており、この問題に関係す
る諸制度の相互関係や各分野の議論が他の分野に与える影響について、各分野を横断した包括
的・総合的な検討がなされることはほとんどない状況であった。情報の利活用を促進するために
は、各法分野における個別の対応のみでは不十分であり、各法の適用関係や関連法が相互に与え
る影響等を理論的・比較法的に十分に検討した上で、政策論をも踏まえて、総合的かつ横断的な
観点から、的確かつ妥当な法解釈とその運用、ひいては法制度の構築を提示していく必要がある
と考えられた。 
このように「情報の利活用」の必要性が高まっている反面、「情報の保護」という観点も、そ

れと歩調を合わせるように重要性を増している。従来、情報の保護は、主として民事法の分野、
特に知的財産関係の諸法と行政法の諸分野においてなされ、刑事法は極めて限定的にしか活用
されてこなかった。また、刑法研究者も（一部の論者を除き）、昭和 62 年の刑法改正時の議論以
来、情報の保護という問題に積極的に取り組むことをしてこなかった。しかし、本研究開始当初、
不正競争防止法における営業秘密の不正利用に対する刑事罰適用範囲の拡大や、個人情報保護
法における刑事罰規定の導入など、情報の実効的な保護や規制の侵害・回避の抑止等を目的とし
て、刑事罰を積極的に活用しようとする状況がみられるようになっていた。また、情報の実効的
な保護や、情報侵害行為に対する的確な規制に対する社会的要求の高まりに応じ、情報の刑事法
的保護のあり方を理論的に検討する重要性も増大していた。そのような状況の下、従来の個別の
法分野における研究を横断し、総合的に民事的・行政法的規制と刑事的規制の関係を検討する必
要性が認識されるようになっていたのである。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、「情報の保護」と「情報の利活用の促進」に関わる複数の法分野（刑法、行政法、
知的財産法、民法）の研究者が、それぞれの専門分野に関する諸問題を分析・検討し、そこで得
られた成果を共有することにより、他分野の知見を踏まえた分野横断的考察を加えるとともに、
「情報の保護」と「情報の利活用の促進」の調和を図った法解釈・法制度の構築のために、私法、
公法、刑事法がどのように協働すべきかを検討し、適正かつ妥当な法解釈・立法の在り方を明ら
かにすることを目的としていた。それと同時に、「情報」という素材について、関係する３つの
法分野（民事法・公法・刑事法）から考察することを通じて、各法分野の基礎にある考察手法や
解釈原理の異同を顕在化させ、それらを関連付けることで個々の法分野における個別的な法解
釈を発展・深化させることをも目指した。 
 
３．研究の方法 
 本研究は、刑法、刑事法、行政法、知的財産法及び民法を専門とする計 5名の研究者により実
施された。各研究者が各自の専門分野に関する研究を担当し、各分野における問題点の把握及び
調査・分析・検討を行い、その成果を適宜、全員にフィードバックすることを通じて、各研究者
が、他分野の知見を参照しつつ、研究を進めることを可能とする方法を採用した。研究全体の総
括、及び各分担者の研究の全体的における位置づけ等は研究代表者が行った。  
 本研究における分析対象は国内法と関連する諸外国の法であった。また、諸外国の立法状況や
動向も調査、比較の対象とした。特に、欧州では EU 一般データ保護規則（REGULATION (EU) 
2016/679）、データベース保護指令（DIRECTIVE 96/9/EC）、米国では、連邦営業秘密防衛法（Defend 
Trade Secrets Act of 2016）、連邦経済スパイ法(Economic Espionage Act of 1996) 等を対象
として検討を行った。 
 
４．研究成果 
刑法・刑事法分野及び知的財産法分野においては、主として、不正競争防止法上の営業秘密侵

害罪に関する検討を実施した。まず、①不正競争防止法上の営業秘密に係る「不正競争」行為の
定義規定及び同法における営業秘密侵害行為等に関する刑事罰規定において顕在化している「民
事法と刑事法の規制・保護範囲のずれ」に関して、アメリカの連邦経済スパイ法（EEA）におけ
る「秘密管理性」概念をも参照しながら検討し、対象者によって「秘密管理性」が変わりうるの
か、という実務上も関心の高い問題などについて、検討・分析を行った。また、営業秘密侵害行
為を複数の法律で捕捉可能な場合の適用関係について、アメリカの EEA、連邦営業秘密防衛法



（DTSA）、RICO 法などをも視野に入れて考察を進めた。これらの刑事法に関する考察から得られ
た知見を、知的財産法担当の研究分担者と共有し、わが国の不正競争防止法における従来の解釈
との差異を明らかにし、その妥当性について議論した。 
その研究成果の一部を、令和 3 年 3 月にオンラインで開催された日本刑法学会仙台部会にお

ける共同報告「情報の法的保護に関する総合的検討――営業秘密を素材にして」において公表し
た。具体的には、研究代表者（成瀬）が「不正競争防止法における営業秘密概念における『秘密
管理』の意義」という報告を、研究分担者（津田）が「アメリカの経済スパイ法（EEA）におけ
る『秘密管理性』概念」という報告を、研究分担者（蘆立）が「不正競争防止法における営業秘
密概念 － 裁判例における秘密管理性要件の判断」という報告を共同して行った。この共同研究
報告は、不正競争防止法上の「営業秘密」の要件である「秘密管理性」に焦点を当てたものであ
り、秘密管理性に関するわが国及びアメリカの議論を比較・検討するのみならず、情報の特徴を
踏まえつつ、刑事法的な保護の在り方と民事法的な保護の在り方の異同について考察を加えた
もので、本研究課題の特徴である「情報の保護・情報の利活用の促進」に関する分野横断的な検
討の実践といえるものである。同部会では、報告者と参加した研究者・実務家との間で積極的な
質疑応答が展開された。 
さらに、令和 4年度においては、上記の共同報告の成果を引き継ぎつつ、それを発展させる形

で、経済的価値を有する秘密情報の保護のあり方について、検討を行った。すなわち、営業秘密
の保護が盛り込まれた平成 2年の不正競争防止法改正から平成 31 年の「営業秘密管理指針」の
一部改訂に至るまでの同法やそれに関連する指針等の改正経緯とその際に展開された議論、不
正競争防止法上の「限定提供データ」の保護のあり方に関する議論、刑法における秘密漏示罪の
議論、改正刑法草案起草時における企業秘密の刑事法的保護のあり方に関する議論、アメリカの
経済スパイ法における営業秘密概念に関する学説・判例等に関して調査・研究を進めた。その結
果、不正競争防止法上の営業秘密概念とその法的保護に関する学説・判例の関心の中心は「秘密
管理性」要件にあるが、秘密の保護という観点からは「非公知性」要件も重視すべきであるとの
認識など、これまでの通説的理解には問題（少なくとも、不明確な点）があるとの認識に到達し
た。実際、刑事の裁判例である名古屋地裁令和 4年 3月 18 日判決では、非公知性が争点となり、
上記の認識の適切性が確認された。なお、同判決については、令和 4年 6月に開催された東北大
学刑事法判例研究会において、研究分担者（津田）が評釈を行った。 
知的財産法分野については、研究分担者（蘆立）が、令和 2年の著作権法改正において新設さ

れたリーチサイト規制を素材として、改正の背景や改正経緯、改正の内容等について調査・分析
を行い、その成果を令和 5年 3月に行われた刑法学会仙台部会において報告した。同部会におい
ては、報告者と部会参加者の間で、リーチサイト規制の趣旨と新設された刑事的規制との整合性
に関する質疑応答が展開されたほか、侵害行為に関する民事法と刑事法の捉え方の相違などが
明らかとなった。 
さらに不正競争防止法における「限定提供データ」の保護に関し、営業秘密概念との関係に関

する問題を解決すべく、令和 5年 3 月に「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決
定され、「限定提供データ」の定義を改正する法案が提出されたことから、研究分担者（蘆立）
を中心として、同改正案にかかる議論の経緯等について調査・分析を行った。加えて、大学の研
究データの利活用に関して、その管理・共有に関する動向や、産学連携における契約上の対応等
についても調査の対象とし、研究活動における、個人情報を含めた情報の利用における法的問題
点等について整理・分析を行った。 
行政法分野及び民法分野においては、情報の保護や利活用にも関わりうる行政法上・民法上の

基礎理論に関する検討を精力的に行った。行政法分野に関しては、研究分担者（中原）が論稿「行
政不服審査手続過程に関する一考察」のほか、複数の判例評釈を執筆し、行政手続における情報
の保護と利活用の調整に関する研究成果を公表した。民法分野に関しては、研究分担者（石綿）
が、親が子どもの画像・動画といった情報を自由に公表することができるのかという問題や、嫡
出推定制度をめぐり、法が、個人情報であるＤＮＡに関する情報を父子関係の決定の際にどのよ
うに扱うべきかという問題等について、検討を行い、その研究成果の一部を公表した。 
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